
【多⼦世帯の⽅も申請が必要です！】
国の⾼等教育の修学⽀援新制度
（⼦ども３⼈以上を扶養する多⼦世帯への⽀援含む）

●学修意欲・成績に関する要件の詳細は、⽇本学⽣⽀援機構が発⾏している
「給付奨学⾦案内」を確認してください。

●多⼦世帯に該当するかどうかは、本制度への申請後に⽇本学⽣⽀援機構が
マイナンバーを通じて確認する扶養状況（原則として前年以前の12⽉31⽇
時点の住⺠税の課税情報*）に基づいて審査されます。⼤学では、申請者が
多⼦世帯に該当するかどうかの審査は⾏いません。
＊2026年度春学期は2024年12⽉31⽇の住⺠税の課税情報に基づき判定されます。

※1 慶應義塾⼤学の⼊学⾦は20万円のため、⼊学⾦の⽀援額は最⼤20万円となります。

※1

ご⾃⾝が「多⼦世帯」に該当すると思われる場合、まずは本
制度へ申請してください。
★申請しないと、多⼦世帯であっても⽀援を受けることができません。



【重要】本学での申請⼿続きと注意事項
■申請⼿続きについて
1. 申請⽅法

⼤学を通じて⽇本学⽣⽀援機構「給付奨学⾦」の定期採⽤に
申請して、審査を受けてください。
※⾼校予約採⽤で給付奨学⾦の採⽤が決まっている場合は、⼊学後に
「進学届」の提出等の⼿続きが必要です。

2. 申請期間（定期採⽤／「進学届」等提出）
2026年度の申請期間は4⽉1⽇（⽔）以降に「塾⽣サイト」で
公開予定ですので、そちらで確認してください。

【慶應義塾⼤学 塾⽣サイト】
https://www.students.keio.ac.jp/com/scholarships/jasso-apply.html

※塾⽣サイトの利⽤には、学⽣本⼈のkeio.jpアカウントが必要です。
keio.jpアカウントの利⽤⽅法は、⼊学後に別途届くご案内を確認してください。

■注意事項
●多⼦世帯であっても、申請し採⽤されないと⽀援されません。
⾃動適⽤ではないためご注意ください。

●多⼦世帯の判定について
多⼦世帯に該当するかどうかの判定は⽇本学⽣⽀援機構が⾏います。
⼤学では多⼦世帯に該当するかどうかの判定は⾏いません。

●学費が全額無償になる制度ではありません。
国が定める上限額があり、授業料は年間70万円（半期毎に最⼤35万円）、
⼊学⾦は最⼤20万円までの⽀援です。上限額を超える分は納⼊が必要です。
※本学では、修学⽀援新制度に申請予定の⽅であっても、⼊学⼿続き時の
⼊学⾦および授業料等は、⼊試要項等で定める期間、⾦額にて⼀度納⼊
していただきます。
⼊学後に本制度への採⽤が決定した際に返⾦します。

●遡って⽀援を受けることはできません。
2026年度春学期受付期間に申請しなかった場合、後から春学期分を申請
することはできず、春学期は⽀援を受けることができません。

●採⽤後も毎年、継続審査が⾏われます。
採⽤後も毎年、家計・扶養状況や学業成績に基づく継続審査が⾏われます。
（詳細は⽇本学⽣⽀援機構「給付奨学⾦案内」をご参照ください。）


